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１. 件名 

TDCR 機構付き液体シンチレーションカウンタの購入 

 

２. 目的 

本仕様書は、経済産業省より交付を受けた「放射性物質研究拠点施設等運営事業費補助金」事業の一環

として、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）福島廃炉安全工学研

究所大熊分析・研究センター放射性物質分析・研究施設第 1 棟（以下「第 1 棟」という。）における分析

業務に使用する TDCR 機構付き液体シンチレーションカウンタの購入に係る仕様について定めたものであ

る。 

 

３. 購入品仕様 

購入品の仕様を以下に示す。 

(1) TDCR 機構付き液体シンチレーションカウンタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 台 

・メーカー名、品番 ： HIDEX 社製 Hidex 300 SL 相当品 

・電源  ： 100 V、200 W 

・計数効率  ： 68％以上（3H）、96%以上（14C） 

・アルファ／ベータ弁別機構を有していること。 

・温度コントロール機能を有していること。 

・外部標準線源（152Eu）を有していること。 

・20mL バイアル 40 サンプル（5×8）トレイを有していること。 

・7mL バイアル 96 サンプル（8×12）トレイを有していること。 

・全データ取得／カウンター制御 ソフトウェア及び認証用ドングルを有していること。 

 

(2) 付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 式 

① ノート PC 

 ・OS は Windows 11 Pro 64bit 以上であること。 

 ・CPU は Intel Core i5 1.8 GHz 以上であること。 

 ・ストレージは 500 GB 以上 の HDD 又は SSD であること。 

 ・メモリは 16 GB 以上であること。 

 ・ディスプレイは 15 インチ以上であること。 

 ・USB ポートは USB2.0 以上のものが 4 個以上あること。 

 ・Microsoft Excel がインストールされていること。 

② マウス 

 

４. 納期 

令和 6 年 12 月 27 日（金） 

なお、納入作業の日程は、別途原子力機構担当者と打ち合わせの上決定するものとする。 
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※土日、祝日、その他原子力機構が特に指定する日を除く。 

※作業は原則 8 時 30 分から 17 時の間で実施するものとし、時間外が必要となる場合はその都度原子

力機構担当者の確認を得ること。 

 

５. 納入場所及び納入条件 

(1) 納入場所 

福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原 5 番 

大熊分析・研究センター 施設管理棟 ワークショップ 

※なお、施設管理棟の敷地は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所（以下「1F」

という。）敷地内（発電所に隣接）にあり、帰還困難区域になっている。帰還困難区域への入域の手

続きについては、別途、原子力機構担当者へ問い合わせ、確認を行うこと。なお、各装置の据付等に

係る作業時においては、放射線防護マスク及び放射線保護衣類の着用は不要である。 

(2) 納入条件 

持込調整後渡し 

指定場所へ納入し装置の組立調整を行い、動作及び性能確認を実施後に、取扱い説明をするものとす

る。 

 

６. 検収条件 

第５項（1）に示す納入場所に納入・調整後、本項（1）の検査に合格し、第９項の提出図書の完納を

もって検収とする。 

(1) 検査内容 

 検査は以下の項目を実施すること。なお、以下の検査を実施するにあたり、事前に検査要領書を作成

し原子力機構の確認を得るものとする。 

・外観検査 ：機能及び性能に支障が生じる傷、変形等がないこと。 

・員数検査 ：所定の数量を満たしていること。 

・動作及び性能確認 ： 

① 装置本体と PC を接続し、装置の動作及び測定値の転送が正常に行われること。 

② アンクエンチド標準試料の測定により、計数効率が 68％以上（3H）、96%以上（14C）を満足

すること。 

 

７. 業務に必要な資格等 

・作業責任者等認定制度に基づく現場責任者※ 

※作業責任者等認定制度の現場責任者は、個別教育の受講により、所定の理解度が得られた者から原子

力機構が認定する。作業責任者等認定制度に係る認定者がいない場合は原子力機構に受講申請を行い、

業務開始までに認定（新規認定又は更新（3 年ごと）する場合、受講時間は 2 時間）を受けること。 

 

 

 



 3 

８. 支給品及び貸与品 

(1) 支給品 

組立調整等に必要な電力等については、納入場所近傍にて取合うこととし、無償にて支給する。 

(2) 貸与品 

・各作業で必要な原子力機構の規程、規則、基準類 

・各作業で必要な設備機器類の図面・取扱説明書等 

・その他、原子力機構が貸与することを必要と認めた物品 

 

９. 提出図書 

受注者が原子力機構に提出すべき書類は表1「提出図書リスト」のとおりとする。 

表 1 提出図書リスト 

 図書名 様式 部数 提出時期 事前確認 

1 品質保証計画書 受注者 1 契約締結後速やかに 要 

2 総括責任者届 受注者 1 契約締結後速やかに 要 

3 （現地）検査要領書 受注者 1 作業開始 2 週間前まで 要 

4 （工場）検査要領書 受注者 1 作業開始 2 週間前まで 要 

5 （現地）検査成績書 受注者 1 作業終了後速やかに ― 

6 （工場）検査成績書 受注者 1 作業終了後速やかに ― 

7 

作業計画書一式 

・作業計画書 

・作業要領書 

・作業手順書 

・安全衛生チェックリスト 

・作業者名簿 

・作業安全組織図 

・リスクアセスメントワーク

シート 

・現場責任者等認定証の写し 

原子力

機構 
1 作業開始 1 ヶ月前まで 要 

8 KY シート 
原子力

機構 
作業に応じて 

各作業終了後 

（作業日ごと） 
― 

9 
委任又は下請負届 

（実施体制図含む） 

原子力

機構 
1 契約締結後速やかに 要 

10 取扱説明書 受注者 1 納入時 ― 

11 その他必要な図書 ― 必要部数 その都度 ― 

・図書の提出先は原子力機構 大熊分析・研究センター 分析部 分析課とする。 

・用紙は、原則として A4 判、図面は A 列とすること。 

・表 1 において、「事前確認要」の書類は、原子力機構の確認を要するものである。 



 4 

・提出書類等は、多年の使用に耐えるよう用紙、印刷方法及び装丁を考慮すること。 

・様式、内容等不明確な点は、その都度原子力機構と協議すること。 

・受注者が原子力機構に提出する取扱説明書等は、原則として日本語とする。 

 

１０.  適用法規・規程等 

(1) 福島廃炉安全工学研究所 安全衛生管理規則 

(2) 福島廃炉安全工学研究所 事故対策規則 

(3) 福島廃炉安全工学研究所 作業責任者等の認定について 

(4) 福島廃炉安全工学研究所 請負作業に係る請負作業者の安全管理要領 

(5) 福島廃炉安全工学研究所大熊分析・研究センター 消防計画、防火管理要領 

(6) 福島廃炉安全工学研究所大熊分析・研究センター 地震対応要領 

(7) 福島廃炉安全工学研究所大熊分析・研究センター 緊急時対応要領 

(8) その他関係法令及び福島廃炉安全工学研究所、大熊分析・研究センター、1F 諸規定 

 

１１.  総括責任者 

受注者は本作業を履行するにあたり、受注者を代表して直接指揮命令する者及びその代理者を選任し、

次の任務に当たらせるものとする。 

(1) 受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令 

(2) 本作業の履行に関する原子力機構との連絡及び調整 

(3) 受注者の従事者の規律及び秩序の保持並びにその他本作業の処理に関する事項 

 

１２.  グリーン購入法の推進 

(1) 本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に適用す

る環境物品（事務用品、OA 機器等）の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。 

(2) 本仕様に定める提出図書については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たし

たものであること。 

 

１３.  協議 

本仕様書について疑義が生じた場合は、原子力機構担当者と協議のうえ、その決定に従うこと。なお、

受注者が疑義解消を怠ることにより生じた遅延等の損害については、一切を受注者の負担とする。 

 

１４.  特記事項 

(1) 秘密保持 

 受注者は、業務を実施することにより取得した本業務に関する各データ、技術情報、成果その他す

べての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表若しくは公開し、または特定の第三者に

対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。ただし、予め書面により原子力機構の承認を

受けた場合はこの限りではない。 
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(2) 作業安全 

① 受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性

を社会的に求められていることを認識するとともに、原子力機構の規定等を遵守し、安全性に

配慮して作業を遂行すること。 

② 受注者は、作業着手前及び下請業者が変わる都度、原子力機構が開催する安全に係る説明会に、

下請業者の全責任者とともに参加すること。 

③ 納入作業の実施に当たっては、関係法令及び原子力機構諸規則を順守するとともに、原子力機構

担当者と十分な打ち合わせの上で実施すること。特に作業の安全には十分留意して行うこと。 

④ 作業では、現場責任者と作業者を別に定め、作業は現場責任者立会いの下実施すること。 

⑤ 作業開始前には、KY 活動及び TBM を実施し、作業の安全に努めること。 

⑥ 作業の開始及び終了の際には、必ず原子力機構担当者へ連絡をすること。 

⑦ 不測の事態が発生した場合には迅速に対応できるよう、作業現場に作業の管理体制表、緊急時の

連絡体制表を掲示すること。 

(3) 物品の搬入・搬出 

① 必要十分な養生を行い、転倒・破損等事故のないよう細心の注意をもって行うこと。万一事故等

が発生した場合には速やかに原子力機構に報告すること。なお、その損害の補償については、

受注者の責任において行うものとする。 

(4) 廃棄物 

① 原子力機構が、本作業に伴い発生の予想される廃棄物について受注者に確認を行う場合はこれに

協力すること。 

(5) 特殊勤務手当の支給 

① 本作業は、帰還困難区域となるため、特殊勤務手当を従事者に支給すること。 

② 受注者は、本作業に従事する作業員に係る労働条件通知書（労働基準法第 15 条に規定する労働

条件を明示した書面）に特殊勤務手当に関する事項が適切に反映されるよう周知する等必要な

措置を講じなければならない。 

③ 受注者は、特殊勤務手当を支給している場合は、適正な賃金及び特殊勤務手当が支給されている

ことを、原則 3 ヶ月毎に賃金台帳等で確認しなければならない。 

④ 受注者は、特殊勤務手当を支給している場合は、適正な賃金及び特殊勤務手当が支給されたこと

を証するため、作業終了後速やかに、原子力機構に賃金台帳等の書類を提出しなければならな

い。 

(6) 異常時の措置 

① 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。また、契約

に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を

行い、主体的に改善するとともに、受注者による原因分析や対策検討の結果について原子力機

構の確認を受けること。 

② 異常事態、非常事態が発生（発見）又は発生の恐れが生じた場合には、応急処置を行うとともに、

作業場の緊急時連絡系統図に従い迅速に通報すること。 
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１５.  その他 

(1) 受注者は、本契約において原子力機構が要求する全ての事項に対して責任を負い、仕様書の要求に

合致した完全なものを、定められた期日までに原子力機構に引き渡すものとする。 

(2) 作業に際して、購入品や施設管理棟の床等に損傷が認められた場合には、原子力機構の指示に基づ

き、受注者の責任において原状回復もしくは損害の補償を行うこと。 

(3) 受注者は、みだりに廊下等に購入品等を積載し、通路の安全を妨げないこと。 

(4) 受注者は、作業に直接関係のない場所にみだりに立ち入らないこと。 

(5) 受注者は、作業の終了確認を行った後、速やかに原子力機構に報告を行うとともに、検収を依頼す

ること。 

(6) 作業の実施に当たっては、受注者は、関連会社と十分調整しトラブル等が発生しないよう努め、ト

ラブル等が発生した場合には、原子力機構に報告及び協議のうえ、受注者の責任と費用負担におい

て解決すること。 

(7) 受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にあるほかの物品につい

ても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出したりしないこと。 

(8) 作業において原子力機構の物品を毀損しないこと。万一毀損した場合は、原子力機構担当者と協議

し速やかに修理すること。 

(9) 受注者は、原子力機構が伝染性の疾病（新型コロナウイルス等)に対する対策を目的として行動計

画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。 

(10) 受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた原子力機構の損害及びその他の損害につ

いて、全ての責任を負うものとする。 

(11) 原子力機構が、受注者に対し本補助金事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めた場合には

その求めに応じること。 

(12) その他仕様書に定めていない事項については、原子力機構と協議のうえ決定する。 

 

以上 


